
 

あり方検討委員会の役割 

 

 
※1 MURC： 三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 大阪 

※2 附属機関： 「執行機関の附属機関に関する条例」に基づく設置 

 
 

参考） （参考資料２）市立藤井寺市民病院あり方検討委員会設置規則 
 

副市長 

市長 

あり方検討本部 

・市長（本部長） 

・副市長（副本部長） 

・各部長 

・病院長 

あり方検討室 

事務局 

直轄 

検討体制概要 

あり方検討 

委員会 

意見・答申 

諮問 

○市立藤井寺市民病院あり方検討本部。 

○本件についての政策決定機関。 

○下部組織となるタスクフォースへの指示

を行い、上がってきた検討結果に対して

政策決定を行う。 

タスクフォース 

・あり方検討室長 

（リーダー） 

・政策推進課長 

（サブリーダー） 

・関係課職員 

 （構成メンバー） 

○市立藤井寺市民病院あり方検討タスク

フォース。 

○本件についての実働部隊。 

○あり方検討室長をリーダーに政策部門、

財政部門、公共建築部門等の担当職員

から成り、あり方検討を進め、基本方針

の案を作成する。 

○検討結果を検討本部に報告する。 

○市立藤井寺市民病院あり方検討委員会 

○市長の附属機関※2として設置。 

 （任期：R4年 11月 1日～R6年 3月 31日） 

○市の行うあり方検討に対して外部委員それ

ぞれのお立場からご意見いただく。 

指示 報告 

＋医療系コンサル 

タント（MURC※1） 

各プラン検討 

基本方針(案)作成 

検討内容に 

対して議論 

タスクフォース あり方検討委員会 あり方検討本部 

◆委員会の動き（現時点での想定） 

（必要に応じて） 

検討方向性の 

議論など 

基本方針策定 

答申 結果報告 

指示 

報告 

説明 

意見 

○本市の市民病院あり方検討に対する意見を聴取します。 

○提出された意見を基に各プランの検討（評価）を進め、あり方検討本部に報告します。 

○最終的にはタスクフォースの示す基本方針(案)について議論し、答申を提出していただきます。 

 （検討経過によって予定が変更となる可能性あり。） 

資料Ⅰ－２ 


